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開発許可の手引き改訂箇所新旧対照表（2018年 4月 1日） 

No. 新 旧 備考 

1 

事務編 51～53ページ 

(15) 既存集落維持のための空き家の賃貸住宅等への用途変更 

 

   適法に建築された建築物であって、空き家（自己用住宅に

あっては居住されていないもの、また自己用店舗等にあって

は、営業が行われていないもの。ただし、自己用住宅におい

て現に居住されている場合であっても、引き続き自己の居住

の用として活用できない特別な事由があり、空き家となるこ

とが明白である場合はこの限りではない。自己用店舗等につ

いても同様とする。以下同じ。）の利活用による既存集落維

持のために賃貸住宅等へ用途変更するもので、次の要件のい

ずれにも該当するものであること。 

① 空き家を賃貸住宅等の用途とすることについて、空き家

対策及び環境の保全上支障が無いと認められること。 

② 用途変更後の建築物は、変更前のものとほぼ同規模のも

のであること。 

③ 土砂災害特別警戒区域内に立地する建築物でないこと。

ただし、周辺の地域状況等により支障がないと認められる

ときは、この限りでない。 

④ 建築物の用途が、次の例のように変更前と変更後で類似

したものであること。 

   農家住宅 

   分家住宅 

   併用住宅 

   既存権利に係る住宅 

   大規模既存集落内住宅 

   収用移転住宅 

   法第 34条第 1号店舗      → 賃貸店舗 

新規 

 

新規 

→ 賃貸住宅 
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⑤ 用途変更前の用途が自己の居住の用であったものにつ

いては、用途変更後の主たる用途は原則として借主が居住

の用に供するものであること。 

 

（留意事項） 

・ 不動産業者が購入又は仲介し、第三者へ賃貸する場合も認

めるものとする。また、市街化調整区域に区分された日（昭

和 45年 12月 10日）前からの専用住宅を賃貸住宅とすること

については、用途変更にあたらないこととする。 

 

(16) 特にやむを得ない事情又は既存集落維持のための 

用途変更 

 

適法に建築された建築物であって、特にやむを得ない事情

がある場合又は既存集落維持のため用途を変更する場合で、

次の要件のいずれにも該当するものであること。ただし、次

のような属人性のある建築物については、用途変更後の用途

が自己の居住の用に供されるものに限る。 

農家住宅 

  分家住宅 

  併用住宅 

  既存権利に係る住宅 

  大規模既存集落内住宅 

  収用移転住宅 

① 原則として 10 年以上同じ用途で適法に使用されたもの。

ただし、死亡、転勤、倒産等のように、自己の意思に基づか

ないで用途変更せざるを得なくなったと認められる場合に

はこの限りではない。 

② 新たな用途の建築物とすることについて、周辺の環境上支

障がないと認められること。 

③ 用途変更後の建築物の規模が従前のそれと同程度であり、

新たに周辺の市街化を促進するおそれがないと認められる

→ 一般住宅 
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もの。 

④ 新たな用途の建築物とすることについて、当該地で行うこ

とを必要とする理由があること。ただし、定住目的の場合に

ついては、特段の理由は問わない。 

（留意事項） 

・ 「特にやむを得ない事情」とは、住宅にあっては、建築主

の死亡、転勤、建築後発生した借金の返済のための譲渡等が

考えられ、住宅以外のものにあっては、経済、社会情勢の変

動に伴う転業、廃業、倒産等が考えられる。 

・ 不動産業者が購入又は仲介し、第三者へ譲渡する場合も認

めるものとする。 

・ 特別な事情により、既に建築物が取り壊された場合につい

ては、取り壊された建築物が適法に建築されたものであっ

て、かつ、新たな公共施設（給水施設を含む）の整備を伴わ

ない場合に限り、取り壊された建築物を用途変更の対象とし

て差し支えない。 

 

(17) 空き家の古民家等を地域資源として活用するための 

用途変更 

 

空き家（自己用住宅にあっては居住されていないもの、ま

た、自己用店舗等にあっては、営業が行われていないもの。

ただし、自己用住宅において、現に居住されている場合であ

っても、引き続き自己の居住の用として活用できない特別な

事由があり、空き家となることが明白である場合は、この限

りではない。自己用店舗等についても同様とする。）となった

古民家等（市街化調整区域に区分された日（昭和 45 年 12 月

10 日）前に建築されたもののうち、伝統的な工法を用いた建

築物や、それ自体に地域資源としての価値が認められ、一般

的に古民家といわれる建築物、及び適法に建築・使用され、

それ自体には古民家までの価値は認められないが、周辺の自

然環境等の地域資源を活用するために利用される建築物）を、
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地域活性化や観光振興に寄与する建築物へ用途変更するもの

で、法第 34条第 2号に該当しない場合において、次の要件の

いずれにも該当するものであること。 

① 用途変更する建築物は、他法令においても認められること

がほぼ確実と判断されるものであること。 

② 用途変更する建築物は、新たな公共施設（給水施設を含む）

の整備を伴わないものであること。 

③ 用途変更する建築物は、環境の保全上支障がないと認めら

れ、かつ、地元の同意が得られるものであること。 

（留意事項） 

・ 賃貸による用途変更も認めるものとする。 

 

(18) その他  

基準1から17までに掲げた取扱い基準以外で、個別・具体的

に判断し、真にやむを得ない事情が認められ、当該土地の周

辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区

域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる

ものであること。 

 

(19) 松江市開発審査会特例措置基準 開発審査会への 

事後報告 

 

① 松江市開発審査会運用基準 15 の 4 のうち、用途変更後の用

途が居住の用に供されるもの、及び、基準 16 において、現に

居住されている場合であっても、引き続き自己の居住の用とし

て活用できない特別な事由があって、第三者が自己の居住の用

として活用する場合に限り、あらかじめ開発審査会の議を経た

ものとして取り扱うこととし、事前に開発審査会に付議するこ

となく許可を行うことができるものとする。 

② 開発審査会への手続き 

直近に開催される松江市開発審査会に事後報告するものとす

る。 
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2 

事務編 53ページ 

1. 対象要件 

 (1)区域 

  「ソフトビジネスパーク島根」の区域とは、平成 24 年

4 月 20 日時点における以下の地番の土地の区域をい

う。ただし、本区域内の土地に加えて隣接する地番の

土地を一体の敷地として利用する場合、やむを得ない

事情が認められ、周辺の土地利用に支障を及ぼさない

限り、その隣接する土地を含めて一つの敷地として扱

い、審査の対象とする。なお、ただし書きの規定につ

いては、平成 29 年 12 月 21 日から適用する。 

事務編 51ページ 

1. 対象要件 

 (1)区域 

  「ソフトビジネスパーク島根」の区域とは、本特例施行時点

における以下の地番の土地の区域をいう。 

変更 

３ 

事務編 55ページ 

（留意事項） 

 （1）の「やむを得ない事情」とは、以下のような場合が考え

られる。 

① 既存の土地利用を適正に行うのに、本区域内の土地のみ

では敷地面積が不足する場合。 

  ② 本区域内の土地が不整形のため利便性に劣るときで、本

区域内の土地に隣接する最低限必要な土地を一体の敷地

に含めることにより、本区域内の土地の有効活用が図られ

る場合。 

 

 

新規 

追加 
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４ 

事務編 70ページ 

(5)  開発審査会へ提案する場合の基準 

法第 34 条第 14 号の規定の運用基準による。 

 

事務編 68ページ 

(5)  開発審査会へ提案する場合の基準 

原則として、開発審査会運用基準 1～15 に該当する建築

物に用途変更する場合で、以下の条件を満たすもの。 

Ⅰ 適法に建築された建築物が相当期間適法に使用された

後、特にやむを得ない事情により用途を変更せざるを得

ない場合。 

Ⅱ 用途変更後の営業活動が従前のそれと同程度であり、

あらたに周辺の市街化を促進するおそれがないと認めら

れるもの。 

Ⅲ 新たな用途の建築物とすることについて、当該地で行

うことを必要とする理由があること。 

Ⅳ 新たな用途の建築物とすることについて、周辺の環境

上支障がないと認められること。 

【留意事項】 

※ 「相当期間」とは、15 年以上とする。ただし、死

亡、転勤、倒産等のように、自己の意思に基づかな

いで用途変更せざるを得なくなったと認められる場

合にはこの限りではない。 

※ 「特にやむを得ない事情」とは、住宅にあっては、

建築主の死亡、転勤、建築後発生した借金の返済の

ための譲渡等が考えられ、住宅以外のものにあって

は、経済・社会情勢の変動に伴う転業、廃業、倒産

等が考えられる。 
 

変更 

５ 

事務編 72ページ 

削除 

事務編 70～71ページ 

(6)  用途変更の基準 

法第 43条第 1項許可におけるやむを得ない用途変更の許

可基準は、次のすべてを満たしていることが必要である。

（開発審査会運用基準 15 を適用） 

①  適法に建築された建築物が相当期間適法に使用された

後、特にやむを得ない事情により用途を変更せざるを得

ない場合。 

削除 
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②  用途変更後の営業活動が従前のそれと同程度であり、

新たに周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ

るもの。 

③  新たな用途の建築物とすることについて、当該地で行

うことを必要とする理由があること。 

④  新たな用途の建築物とすることについて、周辺の環境

上支障がないと認められること。 

【留意事項】 

※ ①の「相当期間」とは、15 年以上とする。ただし、

死亡、転勤、倒産等のように自己の意思に基づかない

で用途変更をせざるを得なくなったと認められる場合

にはこの限りではない。 

※ ①の「特にやむを得ない事情」とは、住宅にあって

は、建築主の死亡、転勤、建築後発生した借金の返済

のための譲渡等が考えられ、住宅以外のものにあって

は、経済・社会情勢の変動に伴う転業、廃業、倒産等

が考えられる。 

 

 

 


